


損害保険契約に関する注意点シリーズ！
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～～契契契約約のの継継続続時時にはは補補償償内内容容をををししっかかりり確確認しよう！～～契約の継続時には補償内容をしっかり確認しよう！～

「免責」とは？　損害が発生しても保険会社が保険金支払責任を負わない場合をいいます。これに対し、損
害が発生した場合に被保険者等が自己負担する額を免責金額といいます。

■満期日までに余裕をもって

　継続の手続きを！

　損害保険の契約期間は、多くの

場合１年間です。つまり１年に１

度、契約の継続手続きをすること

になります。

　補償は、契約期間が切れるとな

くなってしまいます。手続きは原

則として、契約者の責任で行うこ

とになります。満期日近くになっ

て慌てることのないよう、余裕を

もって手続きを済ませましょう。

■損害保険会社からの

　満期通知を確認しよう！

　損害保険会社では、契約の継続

手続き忘れを防ぐために、通常、

満期の到来前に封書などで契約者

のみなさんへ満期の通知を行って

います。通

知が届いた

ら放ってお

かず、すぐ

に満期日と

契約の内容

を確認して

おくことが

大切です。

している補償はどのような

ものなのか、継続の機会に

改めて考えてみましょう。

　その第一歩は、どのよう

なことに不安を感じている

のか、どのような補償を必

要としているのかをしっか

りと、保険会社または代理

店に伝えることです。右表

のようなチェックポイント

について聞いてみましょ

う。その結果、いまの補償

内容が合っていない、補償

が不十分である、他に入っ

ている保険と補償内容が重

複しているなどの場合に

は、見直しが必要となって

きます。

　保険契約では、自分にとって適

切な保険、かつ十分な補償内容で

あるかなどをしっかりと確認して

おくことが重要です。保険の内容

についてわからないことがあれば

理解、納得できるまで保険会社や

代理店に説明を求めましょう。

　また、一人で説明を受けるのが

不安であれば、親族に同席しても

らうこともできます。親族に継続

した契約内容の確認と契約の存在

を伝えておくことでさらに安心度

が高まります。

■既契約の補償内容でいいかを

　チェックし、必要ならば見直しを！

■理解、納得いくまで相談しよう！

　「保険はよくわからないから…」

「難しいから…」「これまで何事

もなく来たから…」⇒『同じ内容

の継続でいいだろう』―そんな感

じで契約を継続されていません

か？

　みなさんにとってのリスクは、

時間が経ち、生活環境が変われ

ば、変化します。リスクが変化し

ているのにこれまでと同じ補償内

容のままでは、将来保険事故が発

生した時に十分な補償が得られな

くなることも考えられます。もし

もの時に保険金が出なかったとい

ったことがないよう、いま必要と

　損害保険の契約は満期が来ると通常、
継続手続きにより補償を継続します。
リスクは時間や環境の変化とともに変
わります。継続の際は、契約内容をし
っかり確認しましょう。場合によって
は補償の見直しが必要です。 ※多くの契約は、１年に１度の契約の継続手続きが必要です。

多くの場合
１年契約

１年未満の契約 １年超の契約

○保険金が支払われる場合
○受け取れる保険金の額
○補償が受けられる期間
○保険金が支払われない場合
○免責金額（自己負担額）

チェックポイント

納得いくまで相談しよう！
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「労災」とは？　「労働災害」の略で、労働者が仕事や通勤が原因で死傷したり、病気になったりすること
をいいます。労災が発生すると、労働者は労災保険から補償を受けることができます。

事業を継続していくための
リスク対策 損害保険代理店活用シリーズ
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●企業は被災従業員の協力者・相談者であれ
　業務災害が発生した場合、会社は敏速に被
災従業員の労災保険療養補償給付の手続きを
行う必要がありますが、負傷の程度や状況に
よっては、その家族に対して、その時点で分
かっている事故の原因や状況等を説明する必
要があります。この際、「責任逃れ」と感じ
られるような言動は絶対に禁物です。
　これは、負傷の程度が重くなればなるほど、
被災従業員もまたその家族も事故発生当初は
大きなショックを受け、それは時間の経過と
ともに将来への不安となっていくからです。
まして、死亡事故ともなればなおさらです。
被災従業員やその家族（または遺族）に対し
企業は最大の協力者であり、信頼される相談
者でなければなりません。

●業務災害補償制度の設置を
　そして、このような事故発生後の対応をス
ムーズに行うために、会社は事故発生後の対
応マニュアルなどを作成するとともに、労災
保険給付とは別に何らかの「業務災害補償制
度」を予め設けておくことをお勧めします。
これは、業務災害に対して労災保険に上乗せ

する形で企業独自で行う
補償制度です。この補償
制度があれば、被災した
従業員やその家族（また
は遺族）から、ある程度
の安心や会社への信頼を

　ヒヤリハット活動や安全委員会活用を徹底することで業務災害
防止の対策を講じることは出来ます。しかし、それで業務災害が
ゼロになるかといえば、そうではありません。業務災害の最大の
要因は「油断」と「慣れ」です。人間である以上、これらを完全
に克服することは難しいことです。したがって、ヒヤリハット活
動等を通じて業務災害防止を行うと同時に、「業務災害が発生し
てしまった」場合の対応策を準備しておくことも必要です。

ヒヤリハット活動で業務災害撲滅へ：業務災害発生後の対応

得ることができ、事故後の対応に大いに役立
つことは言うまでもありません。また、昨今、
重大事故や死亡事故に対して、会社の不法行
為または安全配慮義務違反を根拠に民事損害
賠償を請求されることが多くなっていますが、
この補償制度はこれらの請求を訴訟に持ち込
まず、示談により円満に解決するためにも有
効な手段といえます。
　実際、業務災害に対する民事損害賠償は、
民事訴訟となったケースが新聞等でよく見受
けられますが、訴訟に至る件数は業務災害の
極一部でしかなく、訴訟前にかなりの件数が
示談によって解決されているものと思われま
す。
　業務災害補償制度は、まず業務災害に対す
る補償内容を検討したうえ、業務災害補償規
程を作成し、その補償原資を担保するため損
害保険会社と保険契約を締結して行います。
これには法定外補償保険（いわゆる労災上乗
保険）等が多く活用されています。なお、示
談交渉が決裂して民事訴訟になったとしても、
この制度からの補償額は損害賠償額の一部に
充当されます。
　業務災害はゼロを目指すことは言うまでも
ありません。しかしながら「想定外」の事故
は業務遂行の中で起きるものと認識しておく
べきです。自動車を運転するのに自賠責保険
と任意保険に加入するように、従業員を雇用
するのに労災保険と任意労災上乗保険に加入
するのは当たり前のことといえます。



損害保険トータルプランナーやファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します


